
令和６年８月14日
鹿児島県警察本部

契約手続における押印等の省略について

鹿児島県では、会計処理の効率化等を図るため、事業者の皆様から提出していただく請
求書等の会計書類について押印を省略し、一部書類を除き電子メール等でも提出できるよ
うになりました。
なお、押印して提出する場合の取扱いは、従来どおりです。

記

１ 押印を省略できる書類
請求書・見積書・請書・納品書・委任状・入札書

２ 請求書・見積書・請書
提出書類に「発行責任者及び担当者」の氏名（フルネーム）及び連絡先（原則、電話

番号）を記載してください。

例 【発行責任者及び担当者】（フルネーム）
・責任者：○○支店長 ○○ ○○ （連絡先×××－×××－×××）
・担当者：経理担当 ○○ ○○ （連絡先×××－×××－×××）
※ 発行責任者とは、役職にかかわらず請求書等を発行するに当たり責任を有す
る方の役職・氏名を記載ください。
また、発行責任者と担当者が同一でも構いません。

※ 書類の真正性を担保するため、必要に応じて電話確認等を行う場合がありま
すので、御協力ください。

３ 入札書・委任状
入札会場において、入札前に本人の写真の表示のある身分証明書（個人番号カード、

運転免許証等）で入札者（代理入札の場合は代理人）の本人確認を行います。
押印を省略した入札書及び入札に係る代理委任状を提出する場合は、加除訂正の無い

ものに限ります。
※ 入札以外の権限を委任する委任状を提出する場合は、委任事項により押印を省略
できない場合がありますので、詳細は、下記担当までお問い合わせください。

４ 提出方法
電子メールやＦＡＸ、郵送や手渡しで受け付けます（電子メールの場合は、ＰＤＦ形

式のみ）。
※ 入札書及び入札に係る代理委任状については、入札会場への紙による持参のみと
します。
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